
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内・☎85 2 9 5 8 ）

※ 粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚
160円）』を貼って出してください。

（１回につき 5品まで）

月の粗大ごみ収集１
申し込み　㈲登和清掃（☎88 0 2 0 0 ）
※土・日曜日、祝日を除く 9時～17時。
※ 電話のかけ間違いに十分注意してください。

殖
し
、
排
せ
つ
物
の
臭
い
や
庭
荒
ら

し
な
ど
近
所
へ
の
迷
惑
や
、
ノ
ミ
・

ダ
ニ
の
繁
殖
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
と
き
、
餌

を
与
え
て
い
た
人
が
飼
い
主
と
見
な

さ
れ
、
損
害
賠
償
の
請
求
が
認
め
ら

れ
た
判
例
も
あ
り
ま
す
。

問 
い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
85
2
9

5
8
）

選
日
か
ら
１
週
間
以
内
に
搬
出
で

き
る
方

内 

容　

タ
ン
ス
、
食
器
棚
、
テ
ー
ブ

ル
、
自
転
車
な
ど

販 

売
価
格　

500
円
〜
（
自
転
車
な
ど

は
無
料
）

申 

し
込
み　

12
月
１
日
㈪
か
ら
12
日

㈮
ま
で
に
、
ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン

タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
提
出
（
１
人

１
点
ま
で
）

問 

い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
85
2
9

5
8
）

季
の
生
活
に
必
要
な
灯
油
な
ど
の
購

入
費
と
し
て
、
特
別
生
活
資
金
を
無

利
子
で
貸
し
付
け
し
ま
す
。

対 

象　

70
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
、

障
が
い
者
世
帯
、
特
定
疾
患
患
者

世
帯

貸
付
限
度
額　

5
万
円

償 

還
期
間　

貸
付
日
の
翌
月
１
日
か

ら
12
カ
月
以
内

※ 

本
人
確
認
の
で
き
る
書
類
（
住
民

票
・
年
金
受
給
者
証
・
健
康
保
険

証
な
ど
）
の
写
し
と
、
別
世
帯
の

保
証
人
が
１
人
必
要
で
す
。

申 
し
込
み　

3
月
31
日
㈫
ま
で
に
登

別
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
88
0

8
6
0
）

　

浄
化
槽
の
保
守
点
検
や
清
掃
は
、

浄
化
槽
の
正
常
な
機
能
を
維
持
し
、

異
常
や
故
障
な
ど
を
早
期
に
発
見
す

る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
、
法
律
で

実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

浄
化
槽
の
保
守
点
検
は
処
理
方
式

に
よ
り
決
め
ら
れ
た
回
数
を
、
浄
化

槽
の
清
掃
は
年
に
１
回
、
必
ず
行
い

ま
し
ょ
う
。

問 

い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
85
2
9

5
8
）

　

一
時
的
な
感
情
で
餌
を
与
え
る
こ

と
は
、
動
物
愛
護
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

餌
を
与
え
る
こ
と
で
野
良
猫
が
繁

　

ペ
ッ
ト
の
飼
い
主
は
、
散
歩
時
の

フ
ン
は
必
ず
持
ち
帰
り
、
責
任
を

も
っ
て
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

問 

い
合
わ
せ　

環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
85
2
9

5
8
）

　

北
海
道
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
冬

　

国
が
実
施
し
て
い
る
地
上
デ
ジ
タ

ル
テ
レ
ビ
放
送
難
視
対
策
の
た
め
の

各
種
支
援
制
度
は
、
平
成
27
年
3
月

末
で
終
了
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
工

事
を
完
了
す
る
た
め
に
は
、
12
月
末

日
ま
で
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

問 

い
合
わ
せ　

総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
（
☎
0
5
7
0

－

07

－

0
1
0
1
）

日
時　

12
月
13
日
㈯
10
時

場
所　

ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー

対 

象　

20
歳
以
上
の
方
で
、
抽
選
日

に
会
場
に
来
る
こ
と
が
で
き
、
抽

浄
化
槽
管
理
者
は

保
守
点
検
・
清
掃
を

受
け
ま
し
ょ
う

野
良
猫
に
餌
を

与
え
な
い
で
く
だ
さ
い

守
っ
て
い
ま
す
か

飼
い
主
の
マ
ナ
ー

特
別
生
活
資
金

（
冬
期
生
活
資
金
）
の

貸
し
付
け
を
行
い
ま
す

地
デ
ジ
難
視
対
策
の

各
種
支
援
は
終
了
し
ま
す

再
生
展
示
品
を
販
売
し
ま
す

地　区 収集期間 申込期間
鷲別町　　
4～ 6丁目

１月 5日㈪～
1月10日㈯　

12月15日㈪～
12月26日㈮　

登別東町 １月12日㈪～
１月17日㈯　

12月22日㈪～
１月 9日㈮　

大和町、栄町、
若山町　　　

１月19日㈪～
１月24日㈯　

１月 5日㈪～
１月16日㈮　

新川町 １月26日㈪～
１月31日㈯　

１月13日㈫～
１月23日㈮　
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申
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込
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中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』

くらしのガイド



　

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主
が
従
業

員
の
市
・
道
民
税
を
給
与
か
ら
徴
収

（
天
引
き
）
し
、
納
税
義
務
者
で
あ

る
従
業
員
に
代
わ
っ
て
市
へ
納
入
す

る
制
度
で
す
。

　

ま
だ
特
別
徴
収
を
し
て
な
い
事
業

主
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
適
正
に
特

別
徴
収
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

税
務
Ｇ

 

（
☎
85
1
1
5
5
）

象
者
が
拡
大
し
、
事
業
所
得
等
を
生

ず
べ
き
業
務
を
行
う
全
て
の
方
が
対

象
と
な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　

室
蘭
税
務
署

 

（
☎
㉒
4
1
5
1
）

集
し
た
と
こ
ろ
、
9
件
の
意
見
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
次
年
度
へ

向
け
た
事
務
事
業
の
改
善
な
ど
の
参

考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
意
見
の
要
旨
と
市
の
考
え

方
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
ほ
か
、
市
役
所
市
民
コ
ー
ナ
ー
や

各
支
所
、
市
民
会
館
、
市
立
図
書
館
、

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
企
画
調
整
グ

ル
ー
プ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

※ 
事
務
事
業
評
価
は
、
市
が
行
っ
た

事
務
事
業
の
有
効
性
や
必
要
性
を

客
観
的
に
評
価
・
点
検
す
る
こ
と

で
、
事
業
の
適
正
化
・
効
率
化
を

図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
透

明
性
を
確
保
し
、
市
民
の
皆
さ
ん

へ
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

企
画
調
整
Ｇ

 

（
☎
85
1
1
2
2
）

　

平
成
26
年
度
事
務
事
業
評
価
（
平

成
25
年
度
実
施
事
業
）
に
つ
い
て
、

9
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
意
見
を
募

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
給
付
対
象
と

な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
案
内
文
や

申
請
書
な
ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
の

で
、
期
限
ま
で
に
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
申
請
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

申 

請
受
付
期
限　

１
月
6
日
㈫
（
消

印
有
効
）

問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
Ｇ

 

（
☎
85
1
9
1
1
）

　

事
業
所
得
等
を
生
ず
べ
き
業
務
を

行
っ
て
い
る
白
色
申
告
の
方
で
、
前

々
年
分
ま
た
は
前
年
分
の
事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
、
山
林
所
得
の
合
計
額

が
300
万
円
を
超
え
る
方
な
ど
が
対
象

と
な
る
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度

に
つ
い
て
、
平
成
26
年
１
月
か
ら
対

　

従
業
員
の
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す

る
義
務
の
あ
る
事
業
主
は
、
地
方
税

法
な
ど
の
規
定
に
よ
り
、
原
則
と
し

て
、
給
与
か
ら
市
・
道
民
税
も
『
特

別
徴
収
』
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日 

時　

12
月
22
日

㈪
9
時
30
分
〜

12
時

場 

所　

イ
オ
ン
登

別
店

問 

い
合
わ
せ　

健

康
推
進
Ｇ 

（
し
ん
た
21
内
・
☎
85

0
1
0
0
）

　

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
第

7
期
）
、
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収

第
6
期
）
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
（
普
通
徴
収
第
6
期
）
の
納
期
限

は
12
月
25
日
㈭
で
す
。

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第

4
期
）
の
納
期
限
は
１
月
5
日
㈪
で

す
。

　

納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

問 

い
合
わ
せ　

国
民
健
康
保
険
Ｇ

（
☎
85
1
7
7
1
）
、
高
齢
・
介

護
Ｇ
（
☎
85
5
7
2
0
）
、
年
金
・

長
寿
医
療
Ｇ
（
☎
85
2
1
3
7
）
、

税
務
Ｇ
（
☎
85
1
1
5
5
）

意
見
公
募
の
結
果
を

公
表
し
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金
の

申
請
受
付
期
限
を
再
延
長
し
ま
す

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の

対
象
者
が
拡
大
し
ま
し
た

市
・
道
民
税
の

特
別
徴
収
の
お
願
い

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

こ
れ
ま
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
忘
れ
た
ま
ま
2
年
を
超
え
る

と
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
24
年
10
月

か
ら
、
事
前
の
申
し
込
み
に
よ
り
、

過
去
10
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
後
納
制

度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

期
間　

平
成
27
年
9
月
30
日
ま
で

※ 

審
査
の
結
果
に
よ
り
、
同
制
度
を

利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
（
繰

り
上
げ
受
給
者
を
含
む
）
と
、
満

65
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
を
有
し
て
い
る
方
は
、

同
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　

室
蘭
年
金
事
務
所

 
（
☎
㉔
7
1
0
4
）

国
民
年
金
保
険
料
の

後
納
制
度
の
お
知
ら
せ
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